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最 優 秀 賞『あじさいの　小つぶの花も　大輪に』
小学生低学年の部
坂本　郁斗（白木野小学校３年）『やさしさを　今度はぼくが　おかえしだ』優 秀 賞
小学生低学年の部
伊﨑　莉唯（西有家小学校３年）『わになって　みんななかよし　たのしいね』優 秀 賞

確定申告書を作成される人へ ～国税庁ホームページ～

「確定申告書等作成コーナー」
で「申告書」が作成できます！

自分で簡単に
申告書が作成できる

作成が終わったら…

　
◎
申
告
が
必
要
な
人

　

原
則
と
し
て
、
平
成
24
年
１
月
１
日
現

在
で
南
島
原
市
に
住
所
が
あ
る
人
は
、
次

の
⑴
か
ら
⑶
に
該
当
す
る
人
を
除
き
申
告

が
必
要
で
す
。
国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯

は
、
保
険
税
減
額
判
定
の
た
め
、
ま
た
は

所
得
証
明
書
な
ど
公
的
証
明
書
の
発
行
の

た
め
に
は
申
告
が
必
要
で
す
の
で
、
収
入

が
な
い
場
合
も
、
必
ず
申
告
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

※

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得
が
20

万
円
以
下
で
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不

要
な
人
で
も
、
市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
で
す
。

⑴
税
務
署
へ
確
定
申
告
を
し
た
人

⑵
前
年
中
の
所
得
が
給
与
だ
け
の
人
で
、

勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
南
島

原
市
に
提
出
さ
れ
て
い
る
人

⑶
前
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
だ
け
の
人

で
、
年
金
支
払
者
か
ら
公
的
年
金
等
支

払
報
告
書
が
南
島
原
市
に
提
出
さ
れ
て

い
る
人

※

⑵
と
⑶
の
該
当
者
で
あ
っ
て
も
、
雑
損

控
除
・
医
療
費
控
除
な
ど
の
控
除
を
受

け
る
場
合
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

◎
申
告
が
必
要
な
人

⑴
平
成
23
年
中
の
合
計
所
得
が
、
各
種
所

得
控
除
（
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、

扶
養
控
除
な
ど
）
の
合
計
を
超
え
る
人

⑵
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

⑶
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た
人

⑷
１
カ
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
て
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
合
計

が
20
万
円
を
超
え
る
人

⑸
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
て
、

年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収

入
金
額
と
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与
所

得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
と
の
合
計
が

20
万
円
を
超
え
る
人

　
◎
扶
養
控
除
の
見
直
し

・
年
少
扶
養
親
族（
年
齢
16
歳
未
満
）に

対
す
る
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

・
特
定
扶
養
親
族（
年
齢
16
歳
以
上
23

歳
未
満
）の
う
ち
、
年
齢
16
歳
以
上

19
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
扶
養
控
除

の
上
乗
せ
部
分（
所
得
税
25
万
円
、住

民
税
12
万
円
）を
廃
止
し
、
扶
養
控

除
の
額
が
所
得
税
38
万
円
、
住
民
税

33
万
円
と
さ
れ
ま
す
。

◎
同
居
の
特
別
障
害
者
に
対
す
る

　
障
害
者
控
除
の
見
直
し

・
こ
れ
ま
で
同
居
特
別
障
害
者
の
加
算

控
除
額（
所
得
税
35
万
円
、住
民
税
23

万
円
）は
扶
養
控
除
の
額
に
加
算
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
年
少
扶
養
親
族

（
16
歳
未
満
）に
対
す
る
扶
養
控
除
が

廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
特
別
障

害
者
の
障
害
者
控
除（
所
得
税
40
万

円
、住
民
税
30
万
円
）の
額
に
加
算
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

こ
れ
に
よ
り
、
同
居
特
別
障
害
者

の
障
害
者
控
除
の
額
が
所
得
税
75
万

円
、
住
民
税
53
万
円
に
な
り
ま
す
。

◎
個
人
住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控

　
除
の
適
用
下
限
額
の
引
き
下
げ

・
寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
限
度
額
を

５
千
円
か
ら
２
千
円
に
引
き
下
げ
ま

す
。

※

平
成
23
年
１
月
１
日
以
後
に
支
払
っ

た
寄
附
金
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。）

◎
東
日
本
大
震
災
義
援
金
に
関
す

　
る
寄
附
金
控
除
の
取
り
扱
い

・
個
人
ま
た
は
法
人
が
、
東
日
本
大
震

災
に
対
し
て
義
援
金
等
を
寄
附
す
る

場
合
、
所
得
税
お
よ
び
市
県
民
税
寄

附
金
控
除
の
対
象
と
な
り
、
税
の
優

遇
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
　

詳
し
く
は
、
税
務
課
へ
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

特 集 確定申告

所得税の確定申告、市県民税（兼国民健康保険税）
の申告をお忘れなく！

2月16日㈭から
3月15日㈭まで

所得税・市県民税の申告

　
今
年
も
所
得
税
の
確
定
申
告
、
市
県
民
税
（
兼
国
民
健
康
保
険
税
）
の
申
告
時
期
が
近
づ
い
て

き
ま
し
た
。
10
・
11
ペ
ー
ジ
の
日
程
で
、
申
告
・
相
談
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　
早
め
の
準
備
を
お
願
い
す
る
と
共
に
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
指
定
日
時
の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
（
土
・
日
は
休
み
と
な
り
ま
す
）。

早
め
の
準
備
で
正
し
い
申
告

■ 印鑑
■ 源泉徴収票原本（給与や年金収入のある人）
■ 収入、支出が明らかになる帳簿、領収書など
　 所得算定に必要と思われる書類
■ 控除を受ける国民年金保険料控除証明書、生
　 命・地震保険料の支払証明書、医療費領収書
　 など（医療費控除を受ける場合は、個人別、
　 病院別に領収書を仕分けしてください）。
■ 金融機関預金通帳
　 （還付時の口座確認のため）

■ 受付時間　午前９時～午後４時

　期　日　

２月17日㈮

２月20日㈪

２月21日㈫

３月１日㈭

３月２日㈮

　 受 付 会 場 　

口之津庁舎  別館１階会議室

総合福祉センター「希望の里」 ２階 大会議室

南有馬庁舎  ３階 大会議室

有 家 庁 舎  ２階 会議室

西有家庁舎  ３階 大会議室

申 告 に 必 要 な も の消費税に関する相談会を行います

市 

県 

民 

税 

の 

申 

告

所 

得 

税 

の 

確 

定 

申 

告

所
得
税
・
市
県
民
税
の

主
な
変
更
点

　市では、税務課または各支所を会場に、記載方法などの相談を行っています。
　確定申告でわからないことがありましたら、申告に必要な書類などを準備
しておいてください。
※毎年３月に入ると窓口は大変混み合います。
　早めに申告書の提出をお願いします。
問 税　務　課　☎050（3381）5023
　 島原税務署　☎0 9 5 7（ 6 2 ）3 2 8 1（自動音声にてご案内します）
　 ●確定申告に関するお問い合わせは 「０」
　 ●国税に関する一般的なご相談は 「１」
　 ●税務署からの照会やお尋ねまたは職員にご用の場合は 「２」　


